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　専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事してい
ることをいいます。（監理技術者制度運用マニュアル　三）
　また、「営業所の専任技術者」との兼任もできません。

　
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、
工事一件の請負金額が２，５００万円（建築一式工事の場合は５，０００万円）以上のものについては、工事
の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。（建設業
法第26条第3項）

　なお、工事現場ごとに置く専任の技術者（主任技術者又は監理技術者）の配置は下請工事であっても必要で
す。

　　　　専任の監理・主任技術者が必要な工事とは問　４

◆公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利
用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事◆

請負金額２，５００万円（建築一式工事は５，０００万円）以上の
個人住宅を除くほとんどの工事　　※いわゆる民間工事も含まれます。

「工事現場ごとに専任」とは

◆営業所の専任技術者との兼任不可
◆他の工事現場との兼任不可

　　　　　　　 （注意）
「営業所の専任技術者」は、現場
の主任技術者又は監理技術者
になることができないことに注意
しよう！！

「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結に
あたり技術的なサポート（工法の検討、注文者
への技術的な説明、見積等）を行うことが職務
ですから、所属営業所に常勤していることが原
則です。
　例外的に、技術者の専任性が求められない工
事であって、①当該営業所で契約締結した建設
工事で、②当該営業所が職務を適正に遂行で
きる程度近接した工事現場で、③当該営業所と
常時連絡が取れる状態である場合には、兼務
することができます。
(全ての要件を満たす必要があります。）
(監理技術者制度運用マニュアル　二－二（５））

工事現場における専任技術者



○橋梁工事等に含まれる工場製作過程など

７

　元請工事については、基本的には契約工期が専任で設置すべき期間とされていますが、工事現場が不稼働
であることが明確な期間、工場製作のみが稼働している期間は必ずしも専任を要しません。ただし、いずれの場
合も、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確と
なっていることが必要です。
　下請工事については、当該下請工事（再下請した工事があるときは、当該工事を含む。）の施工期間に技術
者を専任で配置しなければなりません。(監理技術者制度運用マニュアル　三（２））

　　　　　　　　　　　契約工期（変更後）

契約工期(当初）

早期に
工事が完成

工事が完成し事務
手続のみが残って
いる場合

工事を一時中止
している場合

専任の必要な期間

工事現場への立入調査や
施工計画の立案等の工事
準備に未着手である場合

技術者の配置を
要しない

現場毎に
専任

現場毎に
専任

準備工事 同一工場での工場製作のみ 架設工事

Ａ技術者

下請工事における専任の必要な期間

（注意）
工事が３次下請業者まで下請されている場合で、３次下請業者が作業を行っている場合は、１次、２次
下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても主任技術者は現場に専任していなければ
ならない！

Ａ，Ｂ，Ｃ

下請工事施工期間 下請工事施工期間

全体工期

Ｂ技術者

Ｃ技術者
一工事として一体管理

（一人の技術者の管理も可）

他の
同種
工事
(B､C)

専任で設置すべき期間とは

「発注者から直接建設工事を請け負った場合」の専任期

「工場製作のみが稼働している期間」に係わる専任期

下請工事であっても主任技術者の専任が必



イメージ

　専任の監理技術者については統合的な管理を行う性格上、二以上の工事を兼任することは認められていま
せん。ただし、下記の要件を満たせば全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者が掌握し、技
術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を同一の工事とみなして、同一
の監理技術者が当該複数工事全体を管理することができます。（発注者は同一又は別々のいずれでも可）

　公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のうち密
接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
　※　この規定は専任の監理技術者には適用されません。

８

　この場合、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これら複数工事に係る下請金額の合計が３，
０００万円（建築一式工事の場合は４，５００万円）以上となる場合は、工事現場には主任技術者に代えて監理
技術者を設置しなければなりません。
　また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が２，５００万円（建築一式の場合は５，０００万円）以上とな
る場合、監理技術者等はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。

ＡとＢを
一つの工事としてみなす
請負金額　　５，４００万円
下請負金額　３，３００万円

専任の監理技術者

（Ａ工事）
請負金額　　２，６００万円
下請負金額　１，８００万円

専任の主任技術者

（Ｂ工事）
請負金額　　２，８００万円
下請負金額　１，５００万円

専任の主任技術者

二以上の工事を同一の(主任・監理）技術者が兼任できる場合
（建設業法施行令第27条第2項 ・ 監理技術者制度運用マニュアル　三（２））

一般国道○○号舗装修繕工事
発注者／○○地方整備局　△△国道事務所

○○市道舗装修繕工事
発注者／○○市建設局

　①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
　②それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの
　　　　（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限ります。）

同一の場所 又は 近接した場所A 主任技術者

B 主任技術者

B 主任技術者

A 主任技術者

主任技術者　(兼任可）

A主任技術者
　　　又は
B主任技術者

と


